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別紙 

美濃加茂市新庁舎整備基本計画策定委託業務仕様書 

 

１ 業務名 美濃加茂市新庁舎整備基本計画策定委託業務 

 

２ 業務の目的 

  美濃加茂市では、新庁舎の整備を進めるため、令和５年３月に「美濃加茂市新庁舎整備ロ

ードマップ」を策定した。令和５年度からはこのロードマップに基づき、「美濃加茂市新庁舎

整備基本構想」（以下「基本構想」という。）の再策定を行い、新庁舎の整備地を「プラザち

ゅうたい敷地」に決定した。 

 本業務は、「基本構想」や令和６年度に実施した「美濃加茂市新庁舎整備に関する複数候補

地可能性調査」（以下「可能性調査」という。）の結果を踏まえ、新庁舎の具体的な機能、規

模等について検討を行い、設計の要件となる事項を整理した美濃加茂市新庁舎整備基本計画

（以下「基本計画」という。）策定及び事業手法の選定を行うことを目的とする。 

 

３ 履行期間 

 契約締結の日から令和９年１１月１２日まで 

以下、想定するスケジュール（このスケジュールは想定であり、短縮あるいは延期する場合

もある。） 

時 期 概 要 

令和８年度 ～５月 契約の締結 

５月 業務着手 

８月頃 市民ワークショップ 

２月頃 基本計画素案完成 

令和９年度 ５月頃 基本計画案（タウンミーティング用）完成 

６月頃 タウンミーティング 

９月頃 パブリックコメント 

１１月 基本計画策定 

 

４ 施設の概要 

（１）施設の名称 美濃加茂市役所 

 

（２）整備地 岐阜県美濃加茂市太田町１９１６番地１外１５筆プラザちゅうたい敷地、中央

図書館敷地、美濃加茂市役所分庁舎敷地 
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（３）敷地面積 

プラザちゅうたい敷地 12,503.74㎡ 

中央図書館敷地 924.70㎡ 

美濃加茂市役所分庁舎敷地 2,441.67㎡ 

計 15,870.11㎡ 

 

（４）施設規模 

基本構想及び可能性調査における想定を参考に本業務の中で改めて決定する。 

 

５．業務内容 

本業務の内容は次に掲げるとおりであるが、実施に当たっては、受注者の企画提案内容を

踏まえ、必要に応じてその内容や時期を発注者と十分に協議し、調整すること。 

（１）計画準備 

業務着手にあたり、効果的・効率的な計画策定に向け、業務計画書を作成すること。 

 

（２）基本計画策定 

受注者は、 基本構想の内容、関係機関との調整等を踏まえ、次に掲げる事項について、 

調査・検討・整理を行い、基本計画を策定すること。 

２－１ 基本条件の整理 

基本構想の検討内容を踏まえ、これまでの検討課題を整理すること。 

① 検討経緯等の整理 

・庁舎整備に係る検討経緯や背景の確認を行い、過去の取組について整理すること。 

② 現庁舎の問題点・課題の整理 

・基本構想を踏まえ、現庁舎の現状確認を行い、問題点・課題について整理すること。 

・（旧）新庁舎整備基本計画（案）からデータを収集し、活用可能な情報を反映すること。 

③ 新庁舎整備の必要性の整理 

・前記の整理事項に基づき、新庁舎整備の必要性について整理すること。 

 

２－２ 新庁舎の導入機能及び整備方針について 

① 基本構想における、新庁舎の役割と重点機能を踏まえ、整備方針と新庁舎に導入する具

体的なスペースや設備等について検討・整理すること。 

また、社会情勢の反映や他自治体の事例、受注者の経験・知見を踏まえ、次に掲げるａ

～ｈに関する新庁舎が備えるべき導入機能（議会機能、駐車場等屋外機能含む）の検討・

提案を行うこと。 

ａ 市民サービス機能 

ｂ 市民交流機能 
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ｃ 行政執務機能 

ｄ 防災拠点機能 

ｅ セキュリティ機能 

ｆ 環境配慮機能 

ｇ シンボル機能 

ｈ その他機能 

② 次に掲げるａ～ｅを実施し、オフィス基本方針を決定すること。 

ａ ライブオフィス見学 

・職員を対象にした先進事例のモデルオフィス見学や事例勉強会を実施し、新しい働き

方への取組や近年のオフィス環境などについて理解を深める機会を提供すること。 

ｂ 職員Ｗｅｂアンケート調査の実施・分析 

・職場環境について現状の課題や職員のニーズを把握するためのアンケートを実施する

こと。 

・アンケートを集計し、職場環境についての重要度や満足度を部署や役職ごとに整理し

報告書を作成すること。 

ｃ 窓口・オフィス家具・備品、サイン等の現状把握、集計・分析 

・現状の窓口、執務環境の問題点、課題の抽出をすること。 

・現庁舎（本館・西館）と分庁舎のオフィス家具・備品、サイン等について、調査・集

計し、備品リストとしてとりまとめる。新庁舎で必要となる備品等について検討する。 

ｄ 文書量調査（執務室内及び書庫・倉庫内の調査）の集計・分析 

・現庁舎（本館・西館）と分庁舎の有する文書について、調査・集計し、リストとして

とりまとめること。また、アンケートの実施などにより、新庁舎で必要となる文書量

について想定すること。 

・中央図書館の有する図書について、集計すること。発注者と関係課等との協議を踏ま

え必要な図書室又は図書コーナーの規模の算定を行うこと。 

ｅ 基礎資料の整理と既存庁舎図面データへの備品・設備の位置等の落とし込み 

・上述のａ～ｄの調査結果及び市の有する資料を基に、備品・設備の位置等を既存庁舎

図面データに落とし込むこと。 

 

２－３ 新庁舎の規模について 

① 基本構想を踏まえ、当市の職員数や来庁者数、働き方、各課の執務特性・要望事項、市

民等の意見、将来見込まれる変化を考慮した上で、「新庁舎の導入機能」を実現するために

必要な新庁舎（倉庫等の付帯施設や駐車場・駐輪場、図書室又は図書コーナー、市民交流

スペース等を含む。）の規模の算定を行うこと。規模の算定に当たっては、他市町の事例等

を参考にするとともに「可能性調査」の内容及び庁内検討委員会の意見を踏まえ、新庁舎

の適正規模を算定すること。 
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② 庁舎規模については、ＤＸを見据えた窓口・待合ロビーの規模の設定、ペーパーレスを

踏まえた文書保管場所の設定、フリーアドレスやテレワークを踏まえた執務スペース設定、

共用部分面積などの検討を行うこと。 

③ 各部署の必要面積を把握するとともに、執務スペースの効率的な利用を検討すること。

必要面積の把握については、本委託で案を作成したうえで、市が各課にヒアリングを実施

する予定である。（スケジュールにおいては、各課へのヒアリング期間を見込むこと） 

 

２－４ 構造計画について 

① 防災、構造について基本的な要件を整理し、長寿命化、ライフサイクルコストに配慮し

た効率的、効果的な構造計画の考え方、導入方針について検討を行うこと。 

② 地震・水害等の災害発生時における庁舎機能の確保を目的とした構造計画（構造形式、

基礎形式、免震・制振計画等）について工法等の比較検討を行い、庁舎に必要な基本性能

の整理を行うこと。 

③ 導入する構造は、イニシャルコストやランニングコストが比較できるように整理を行う

こと。 

 

２－５ 設備計画について 

① 設備について基本的な要件を整理し、環境、長寿命化、ライフサイクルコストに配慮し

た効率的、効果的な設備計画の考え方、導入方針について検討を行うこと。 

② 地震・水害等の災害発生時における庁舎機能の確保を目的とした浸水対策及び設備計画

（非常用発電設備等）について設備方針等の比較検討を行うこと。 

③ 導入する設備は、イニシャルコストやランニングコストが比較できるように整理を行う

こと。 

 

２－６ 施設計画について 

上記を踏まえ、基本設計に必要な基本となる建築計画、外構計画、配置計画など諸条件を

整理し、概略計画の検討を行うこと。構造の検証、構造の目標水準、ＯＡ・ＩＣＴ、電源、

セキュリティ、換気、空調、環境緑化、照明、その他の設備等について、個別の整備方針等

を計画すること。 

① 建築計画 

・次に掲げる事項について検討し複数案を提案すること。また、発注者と協議の上、決定

した案については、イメージ図を作成すること。 

・新庁舎の導入機能や規模、配置部署を踏まえ、フロア構成の考え方について整理を行い、

適切な階数設定を行うこと。 

・フロア構成の考え方に基づき、平面計画の検討を行うこと。 

・窓口や執務空間、会議室・打合せスペース、書庫等の保管スペース、交流・連携スペー
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スなど、主要エリアのゾーニング、レイアウト等の考え方を整理すること。 

・ユニバーサルデザイン、セキュリティの考え方について整理すること。 

・新庁舎に移る予定の各課諸室及び各機能の面積を整理し、必要諸室リストを作成すると

ともに、モデルプラン（配置図、平面図、断面図）を作成すること。 

・窓口及び事務・執務空間については、現状分析を行い、住民の利便性を考慮し、各機能

の特性に応じた効率的なレイアウト計画を作成すること。 

② 外構計画 

・アプローチ、駐車場計画（車寄せを含む）、緑地・多目的スペース（イベントや災害時等、

多目的に活用が可能な野外スペース）、景観への配慮などの検討を行うこと。 

・駐車場・駐輪場については、来庁者、職員及び公用車の駐車スペースと必要台数の検討

を行うこと。 

・敷地内及び周辺にあるインフラ関係及び既存庁舎（現庁舎（本館・西館）、分庁舎）に引

き込んでいるインフラ関係について、発注者の提供する情報をもとに詳細な調査を行い、

整理すること。 

・新庁舎に設置する設備機器類の整理と必要スペースの検討を行うこと。 

③ 配置計画 

・基本構想を踏まえ、新庁舎の配置についての課題を整理し、都市計画法、建築基準法等

の法規制や周辺環境への影響、景観への配慮、駐車場・駐輪場の配置、来庁者の動線、

必要な防災上の対策（調整池の検討や排水計画含む）の要否を十分に考慮し、敷地の配

置計画・空間構成についてモデルプランを複数案（３案程度）作成すること。なお、駐

車場等の整備については、下記検討を行うこと。 

ア 来庁者及び公用車の駐車スペースと必要台数の検討 

イ 来庁者及び職員の駐輪スペースと必要台数の検討 

ウ バス、タクシー等の駐停車スペースの検討 

エ 多目的スペース（イベントや災害時等、多目的に活用が可能な野外スペース）の検

討 

・敷地内に必要となる防災の対策（調整池の検討含む）について、都市計画法、建築基準

法等の各種関係法令に基づき整理し、関係機関及び関係課と協議の上、検討を行うこと。 

・外構整備を含めた土地利用の概略について、建ぺい率、容積率、日影規制、斜線制限な

どを踏まえた建設可能な床面積、所要の床面積、余剰の床面積の整理を行うこと。 

・建設工事中を含め、新庁舎が建設されることによる周辺の交通状況などの変化などの影

響を比較検討できるよう複数案を検討・提案すること。 

・敷地内への乗入計画、敷地周辺のインフラ整備について検討を行うこと。 

④ 新庁舎周辺のまちづくりについて 

市役所庁舎は、市民サービスを提供する上で核となる施設であり、まちづくりにおける

拠点施設であることから、新庁舎の周辺施設との関係性について整理するとともに、建設
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敷地や建物配置等を踏まえた上で、周辺施設との連携や回遊性の向上が図られる取組等に

ついて検討・提案すること。また、新庁舎整備に伴い、新庁舎周辺地域のまちづくりに関

し、今後の事業展開の可能性について検討すること。 

⑤ イメージパース作成 

・発注者と協議の上、決定した案については、イメージパースを作成すること。 

・鳥瞰図イメージパース 

・外観イメージパース 

・内部イメージパース 

 

２－７ 概算事業費 

次に掲げる費用の概算額を算出すること。 

① イニシャルコスト： 

新庁舎整備に伴い必要な工事、調査、基本設計・実施設計・監理委託業務等の検討・整

理を行い、本体工事費、附帯・外構工事費、改修工事費、解体工事費（既存庁舎※、既存

体育館、既存図書館、既存附帯施設等）、用地取得費、造成費等、事業の概算事業費を算出

するとともに、その他必要な経費（調査費、委託費、備品購入費、移転費等）など、想定

される全ての費用の概算額を算出する。また、必要に応じて事業手法ごとに比較検討を行

うこと。 

本体工事や造成費等の算出は国及び県の基準や単価を基本とし算出すること。「美濃加

茂市新庁舎整備に関する複数候補地可能性調査委託業務」成果品を参考とすること。 

また、令和８年度に行う予定の（仮称）美濃加茂市新庁舎整備地地歴調査委託業務の結果

を踏まえて事業費を算出すること。 

※既存庁舎とは現庁舎（本館・西館）、分庁舎を示す。現庁舎の敷地面積は 7,179.45㎡ 

② ランニングコスト： 

中長期的な観点から、新庁舎の管理・運営の基本的な考え方、管理・運営主体、維持管

理に係る経費について検討・整理を行い、維持管理費、光熱水費等のランニングコスト、

大規模修繕費、除却費を含めた建物耐用年数までのライフサイクルコストの概算費用を算

出する。近年の建築物価上昇による一般的な事業費変動の検証を行うこと。 

③ 財源計画について 

活用可能な補助金等に関する調査・検討、適用条件の整理を行うとともに、財源の整理

を行うこと。 

 

２－８ 事業スケジュールの検討 

① （４）ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査で選定された事業手法に対し、モデルプランをも

とに事業スケジュールを立案し、課題等の整理を行うこと。また、その他の事業手法にお

ける簡易的なスケジュールも作成し、比較を行うこと。 
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② 各手法について、事業完了までに想定される調査、設計、工事、移転、供用開始等の事

業手順・時期がわかるように事業スケジュールの作成を行うこと。 

 なお、解体設計業務、アスベスト調査など具体的に必要な業務の整理を行うこと。 

 

２－９ 新庁舎整備に関する課題の整理について 

① 基本計画以降の新庁舎整備に向けて、関係機関との協議、各種法手続など、今後必要と

なる事項や課題（体育館及び図書館を含む）を全体スケジュールに合わせて整理すること。 

※体育館解体や図書館解体により必要となる業務を含む。 

② 想定される課題等の解決に向けて整理を行う。関連する法令、条例、規則、各種基準及

び指針等の整理を行い、関係機関及び各法令所管部署などと協議が必要であれば、協議を

行った上で手続きに必要な資料作成を行うこと。 

 

（３）会議等への運営支援業務 

３－１ 市内部会議の運営支援 

① 庁内検討委員会（５回以上）、庁内検討分科会（４回以上）の運営支援 

会議等の資料作成、会議への出席、意見のとりまとめ、議事録作成を行い基本計画に反

映すること。なお、オープンスペースや議会閉会中における議場などの有効活用について、

アイデアを募る予定とする。 

委員会に諮る内容については受注者から提案し、発注者と協議の上決定すること。 

・会議資料作成、印刷 

・会議の進行支援、参加者への説明 

・議事録作成及び意見整理 

 ② オフィス環境職員ワークショップ（２回以上） 

職員を対象にした新庁舎における働き方や職場環境に関するワークショップを実施す

ること。ワークショップの内容については受注者から提案し、発注者と協議の上決定する

こと。 

・会議資料作成、印刷 

・会議の進行支援（ワークショップのファシリテートを行うこと）、参加者への説明 

・議事録作成及び意見整理 

 

３－２ 市民の意見聴取支援 

新庁舎整備に関する市民の意見聴取として、次に掲げる事項を想定していることから、具

体的な実施方法の検討・提案を行うとともに、意見聴取の実施を支援し、基本計画の策定に

反映すること。具体的な内容について受注者が企画提案し、発注者と協議のうえ決定するこ

と。 

① ワークショップ運営支援 
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図書室又は図書コーナーや市民交流スペース等をテーマとした市民ワークショップを

実施するにあたり、運営支援を行うこと。 

（ア）ワークショップ運営支援（３回以上） 

・ワークショップ実施計画の作成 

・参加者募集用チラシの作成 

・ワークショップ資料の作成 

・参加者アンケートの作成 

・ワークショップ運営支援（司会進行、ファシリテーター配置（全体ファシリテーター＋ 

グループファシリテーター６名）、機材準備） 

（イ）意見の取りまとめ 

・ワークショップ意見・質問の取りまとめ 

・参加者アンケートの集計・取りまとめ 

② タウンミーティング運営支援 

基本計画案について市民に説明を行い、対話するタウンミーティングを実施するにあた

り、運営支援を行うこと。 

（ア）タウンミーティング運営支援（３回以上） 

・タウンミーティング実施計画の作成 

・参加者募集用チラシの作成 

・タウンミーティング資料の作成 

・参加者アンケートの作成 

・タウンミーティング運営支援（司会進行、質疑応答支援、ファシリテーター配置（全体 

ファシリテーター＋サブファシリテーター２名）、機材準備） 

（イ）意見の取りまとめ 

・タウンミーティング意見・質問の取りまとめ 

・参加者アンケートの集計・取りまとめ 

③ パブリックコメント実施支援 

  意見の取りまとめ、意見反映の検討・提案、意見に対する回答作成、公表資料の作成 

 

 ３－３ 広報 

① 「美濃加茂市新庁舎整備基本計画かわらばん（仮称）」の作成 

新庁舎整備進捗状況を広く市民に伝えるための情報紙（３回以上）を作成し、印刷する

こと。 

② ワークショップ参加者募集用チラシの作成・印刷 

③ タウンミーティング参加者募集用チラシの作成・印刷 

・広報紙への折込料は、５回までは受注者の負担とし、６回目以降は発注者と協議の

上、決定すること。 
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  ・広報紙への折込を基本とするため 15,000部印刷すること。 

  ・印刷サイズはＡ４表裏又はＡ３表裏を基本とする。発注者と協議の上決定すること。 

 

（４）ＰＰＰ／ＰＦＩ導入可能性調査 

本業務の内容は次に掲げるとおりであるが、実施に当たっては、発注者が別に依頼する内

閣府のＰＰＰ/ＰＦＩ専門家派遣制度による支援が決定した場合には、外部有識者などと必

要に応じて連携して行うこと。 

 

 ４－１ 事業手法の比較検討 

① 導入が想定される事業手法の抽出 

・新庁舎整備事業において、令和６年度実施の「可能性調査」におけるサウンディング調

査結果、庁舎に関する先進事例を調査のうえ、最適な事業スキーム〔事業範囲、事業方

式（管理運営方式を含む。）、事業形態、事業期間、事業期間後の管理方針、法制度、財

源等〕、官民連携の役割分担やリスク分担を検討し、導入が想定される事業手法を抽出

すること。 

・「（２）基本計画策定」より事業手法を選定するにあたり基本条件を整理すること。 

② 事業手法の比較検討 

・「従来方式（設計・施工分離発注方式）」、「ＤＢ方式」、「ＤＢＯ方式」、「ＢＴＯ方式」、「リ

ース方式」等の導入が想定される事業手法について、以下の内容について、比較検討を

行うこと。 

ａ 事業の効率性 

ｂ 発注者の負担の軽減 

ｃ サービス水準の向上 

ｄ 事業スケジュール 

ｅ 財政負担 

 

 ４－２ 民間事業者への意向調査 

① 意向調査準備（周知方法検討・説明資料作成） 

・今後実施する施設整備・管理運営等を担う民間事業者の募集にあたり、民間事業者にお

ける事業計画提案の基礎的な情報となるべき情報の整理を行うこと。 

・民間事業者への意向調査を実施するにあたり、新庁舎整備の事業概要に関する説明資料

を作成する。 

② 意向調査の実施（対話・議事録作成） 

・事業への参画が想定される民間事業者に対して、「（２）基本計画策定」で検討した導入

機能や「（４）ＰＰＰ/ＰＦＩ導入可能性調査４－１ 事業手法の比較検討」で検討した

事業スキーム等に関する意向調査を行う。意向調査は直接対話により実施する。 
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・民間施設の複合化の検討についても視野に入れ、民間の意向を調査し、検討を行うこと。 

・意向調査対象は、令和６年度に発注者が実施した「可能性調査」において対話を実施し

た事業者の中から選定、及びホームページでの公募等により、実施する。 

③ 調査結果の取りまとめ 

意向調査より、民間事業者の参画可能性、創意工夫の可能性、事業採算性、事業スケジ

ュール等、事業化にあたっての課題、どの様な条件であれば参画の可能性があるのか、メ

リット・デメリット、経済性等を整理し、結果を取りまとめる。 

 

 ４－３ 財政負担軽減効果（ＶＦＭ）の検証 

① ＶＦＭの簡易算定 

「（２）基本計画策定」にて算出された、概算事業費をもとに、民間資金等を活用した事

業手法を検討するにあたって、ＶＦＭの簡易算定を行うこと。 

② 経済性等の比較検討・分析 

・従来型の公設公営方式で実施した場合の事業費（ＰＳＣ）と民間活力を導入した場合の

事業費（ＰＦＩ－ＬＣＣ）を算出し、本市の財政負担額の軽減効果（ＶＦＭ）を算定す

る。 

・ＶＦＭの算定に合わせ各方式のメリット・デメリット、経済性等の比較検討を行うこと。 

③ 補助・支援制度の活用の検討 

２－７ 概算事業費③の検討結果を踏まえ、利用可能な国や県の補助・支援制度（調査

時点の内容）の活用を検討し、最も適応可能性の高い補助・支援制度を活用したスキーム

のＶＦＭの簡易算定を行うこと。 

 

 ４－４ 総合評価 

「４－１ 事業手法の比較検討」、「４－２ 民間事業者への意向調査」、「４－３ 財政負

担軽減効果（ＶＦＭ）の検証」の結果を以下の項目について改めて整理し、ＰＰＰ／ＰＦＩ

手法の導入可能性の有無を総合的に評価する。 

① 事業手法の実現性 

② 事業スケジュール 

③ 財政負担軽減効果の有無 

④ サービス水準 

⑤ 官民のリスク分担 

⑥ その他（発注者内の各種施策・計画との整合性など） 

 ※総合評価を踏まえて、発注者が事業手法を決定する。 

 

 ４－５ 今後の展開 

① 課題整理 
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・官民連携事業を実施する場合に想定される事業スケジュール（工程表）の作成を行うこ

と。 

・事業実施にあたっての検討すべき課題について、定性的評価及び定量的評価における評

価項目を設定し、事業化の判断に資するよう課題整理を行うこと。 

② 実施方針(案)・募集要領（案）・要求水準書（案）等の作成  

・基本計画策定以降予定している施設整備・管理運営等を担う民間事業者提案募集に係る

実施方針（案）、募集要項（案）、要求水準書（案）等の作成を行うこと。 

・設計与条件の整理を行い、設計委託業務仕様書等の作成及び設計者の選定方法を検討す

ること。 

 ※決定する事業手法によっては上記内容の一部が不要となる場合がある。不要となる業務

内容に関する経費は減額変更の対象とする。 

 

 ４－６ 庁内調整、市民及び議会説明等に係る資料作成 

① 説明資料の作成 

・新庁舎整備に係る事業手法について、市民、市内事業者、議会及び市職員の理解を深め

るため、説明資料を作成する。 

・令和５年３月策定の「美濃加茂市新庁舎整備ロードマップ」について、事業の進捗状況

や選定された事業手法を踏まえて、基本計画策定以降の各ステップの詳細な情報につい

て改訂を行うこと。 

 ４－７ 補助金等申請支援 

上記業務結果により、市が補助金等申請を行う場合、必要に応じて提出書類作成等の支

援を行うこと。 

 ※決定する事業手法によっては、申請支援が不要となる場合がある。その場合の補助金等

申請支援に関する経費は減額変更の対象とする。 

 

６ 基本計画素案の報告 

 「５．業務内容」については、令和９年２月までに中間の整理を終え、基本計画素案とし

て報告すること。素案は庁内や関係機関協議等の基礎資料として使用する。 

 

７ 打合せ及び議事録の作成 

本業務を適正にかつ円滑に行うため、受注者と発注者は常に密接な連絡を取り、業務方針、

条件等の疑義を正すものとすること。 

打合せは、業務着手時、中間（８回）、納品時の計１０回を基本とすること。 

なお、受注者は、打合せ事項について後日確認がとれるようにその都度協議内容、決定事項、

出席者等を書面（打合せ記録簿）に記録し、相互に確認すること。 
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８ 他の業務との調整 

  受注者は、発注者が別に実施する次の業務 （会議等を含む）の受注者等と連絡・ 調整を

図り、本業務を行うこと。 

ａ （仮称）美濃加茂市新庁舎整備地地歴調査委託業務 

ｂ （仮称）美濃加茂市新体育館整備計画策定委託業務 等 

 

９ 引渡前における成果品の使用等 

  履行期間途中においても発注者は受注者に通知することで成果品の全部又は一部を使用

する。 

 

１０ 配置技術者 

受注者は、管理技術者と担当技術者を配置すること。 

（１）管理技術者 

①職務内容 

業務全般の管理、統括等を行う責任者とする。 

②資格要件 

受注者と直接雇用関係を有しており、かつ、一級建築士の資格を有すること。 

 

（２）担当技術者 

①職務内容 

管理技術者のもとで業務を担当する者とする。 

②資格要件 

受注者と直接雇用関係を有すること。 

 

（３）本業務内における技術者の取扱い 

  管理技術者、担当技術者又は再委託先の担当者のいずれかが次の資格のいずれかを有

すること。 

    ・技術士「建設部門：都市及び地方計画」 

    ・技術士「総合技術監理部門：建設－都市及び地方計画」 

 

１１ 業務の実施 

 （１）本業務は、本仕様書に基づき実施すること。 

（２）業務の実施に当たっては、関係法令及び条例等を遵守すること。 

（３）受注者は、発注者と協議を行い、その意図や目的を十分に理解した上で適切な人員配

置のもとで業務を実施すること。 

（４）受注者は、業務の進捗に関して、発注者に対して定期的に報告を行うこと。 
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 （５）受注者は、本委託契約締結後に速やかに、管理技術者及び担当技術者の氏名等を発注

者に書面で報告すること。 

 （６）受注者は、本委託業務の一部を再委託することができるものとする。なお、再委託を

する場合に受注者は、事前に再委託先及び再委託内容について、発注者に書面による

承認を得ることとする。再委託先及び再委託内容について、変更が生じたときも同様

とする。 

（７）受注者は、本業務の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行い、

指示を仰ぐこと。 

（８）受注者は、本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 

 

１２ 業務計画書等の提出 

 受注者は、本業務の着手時及び完了後に、以下の書類を発注者に提出し承認を得ること。 

着手時 完了後 

・着手届 

・業務計画書 

・業務工程表 

・管理技術者届及び担当技術者届（経歴書及 

び資格を証する書類の写しを添付） 

・その他発注者が必要と認める書類 

・完了届     ・報告書 

・完成写真    ・完成検査写真 

・納品書     ・請求書 

・その他発注者が必要と認める書類 

（１）業務計画書には、次の事項を記載すること。 

ａ 検討業務内容 

ｂ 業務遂行方針 

ｃ 業務詳細工程 

ｄ 業務実施体制及び組織図 

ｅ 再委託等の協力者がある場合は、協力者の概要及び担当技術者一覧表 

ｆ 業務フローチャート 

ｇ 打合せ計画 

ｈ 連絡体制 

ｉ その他発注者が必要とする事項 

（２）受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にした上で、その都度速や

かに発注者に変更業務計画書を提出し、承諾を得ること。 

（３）発注者が指示した事項については、受注者はさらに詳細な業務計画書に係る資料を提出

すること。 

※着手時に提出した書類に、変更が生じた場合は、受注者は、その内容を速やかに書面で発

注者に伝え、発注者の承認を得ること。 
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１３ 検査 

（１）業務が完了した時は、完了届を提出するとともに、成果品を提出し、発注者の検査を受

けること。 

（２）業務完了期限前であっても、発注者が予め成果品の提出期日を指定した場合には、その

指定する期日までに、その時点における成果品を提出し、検査を受けること。 

 

１４ 成果品の提出 

次に掲げる成果品を提出すること。なお、本成果品の著作権は美濃加茂市が保有するもの

とする。 

※成果品については、写真やイラストをふんだんに使用して見やすいものとすること。 

（１）「基本計画 中間報告書」 

① Ａ４縦型左綴じ、カラーで２部 

② 提出期限：令和９年３月予定 

※期限については、発注者と協議の上、決定するものとする。 

（２）鳥瞰図パース・外観パース・内観パース 

① 着色有、Ａ２版で各５枚 

② 提出期限：令和９年５月２８日 

（３）「基本計画（本編）（案）」、「基本計画（資料編）（案）」及び「基本計画（概要版）

（案）」 

① （本編）、及び（資料編）Ａ４縦型左綴じ、カラーで５部 

（概要版）Ａ３表裏、カラーで５部 

「基本計画（案）」は本編と資料編の２部構成とする。表紙と背表紙にタイトルを記載

すること。 

② 提出期限：令和９年８月上旬予定（パブリックコメント実施前） 

※期限については、発注者と協議の上、決定するものとする。 

（４）「基本計画（本編）」、「基本計画（資料編）」及び「基本計画（概要版）」 

① （本編）Ａ４縦型左綴じ、カラーで１００部 

（資料編）Ａ４縦型左綴じ、カラーで５部 

（概要版）Ａ３表裏、カラーで２００部 

本編の形態は製本とする。表紙と背表紙にタイトルを記載すること。 

② 提出期限：令和９年１０月２９日 

（５）新庁舎整備ロードマップ改訂版 

  ① Ａ４横型上綴じ、カラーで２部 

② 提出期限：令和９年１０月２９日 

（６）前各号の電子データ 

① ＣＤ－Ｒにて提出する。（各２枚） 
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② 提出期限：前各号に準じる。 

③ データ形式：ＰＤＦ及び Windows版のマイクロソフト社ワード 

④ ③以外に、製本化した成果物の元となった電子データもあわせて提出する。 

・文書、表、グラフ・・Windows版のワード、エクセル形式 

・写真・・・・・・・・JPEG形式 

・図面・・・・・・・・DXF形式、JWW形式及び PDF形式 

・その他・・・・・・・PowerPoint形式など発注者が求める形式 

（７）その他必要な資料 

 （１）～（５）に掲げる成果品の他、基本計画に必要となる資料については、発注者と協議

の上決定するものとする。 

 

１５ 成果品に係る著作権等 

（１）受注者は、本業務に係る成果品、資料等の所有権及び著作権の全てを成果品の引き渡

し時に発注者に譲渡するものとする。 

（２）受注者は、発注者の事前の書面による承諾なしで成果品の内容を公表してはならない。 

（３）受注者は、発注者に引き渡した成果品の全てについて第三者の有する著作権等を侵害

するものではないことを保証するとともに、第三者が有する著作権等を侵害した場合は、

その損害を補償し、必要な措置を講じなければならない。 

（４）受注者は、第三者が有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産を使用

するときは、その使用に関する責任を負わなければならない。 

（５）受注者は、本業務の実施に当たり、資料等の貸与を発注者から受けるときは、借用書

を発注者に提出し、業務完了後ただちに当該資料等を返却するものとする。また、貸与

された資料については、取り扱い及び保管に十分注意するものとする。 

（６）本業務完了後、受注者の過失又は疎漏に起因する不良個所が発見された場合は、受注

者は、発注者の指示により補足、修正を行うこととし、その費用は受注者の負担による

ものとする。 

（７）受注者は、本業務上で知り得た情報について、発注者の書面による承諾を得ずに他へ

公表してはならない。 

 

１６ 参考資料 

現庁舎及び新庁舎の延床面積は下表のとおり。 

庁舎の延床面積(m2)  3,494.93 現庁舎（本館） 

 1,671.81 現庁舎（西館） 

 1,959.86 分庁舎 

 7,126.60 計 
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中央図書館の延床面積

(m2) 

 1,236.63 

プラザちゅうたいの延

床面積(m2) 

 5,658.93 

 

新庁舎の延床面積(m2) 9,900（新庁舎整備基本構想より） 

  その他参考資料（発注者ホームページからダウンロード可） 

（１）美濃加茂市新庁舎整備基本構想（本編、概要版、関連資料） 

（２）美濃加茂市公共施設等総合管理計画（本編、資料編、概要版） 

（３）美濃加茂市ＰＰＰ／ＰＦＩ導入ガイドライン 

（４）その他各種計画（基本構想 p.18参照） 

 

１７ その他 

（１）受注者は、「基本計画 中間報告書」の提出後に発注者による検査に合格した場合

は、令和８年度分の委託業務費として出来高に応じて最高で契約金額の１００分の３

９．７以内の金額を請求することができる。 

（２）受注者は、発注者へ送付する書類の作成において、ワープロソフトと表計算ソフト

は、Windows版のワード、エクセルを使用すること。 

（３）受注者は、管理技術者、担当技術者について、発注者がやむを得ないと認め事前の

書面による承認をした場合に限り、変更することができる。 

（４）本業務の受注は 、新庁舎整備に係る基本設計、実施設計等本業務以降に美濃加茂市

が発注する業務の受注を制限するものではない。 


